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玉野海上保安部と瀬戸内市消防本部との業務協定を締結します 
 

平素は、市消防行政推進に格別のご協力を賜り誠にありがとうございます。  

本市消防本部では、下記のとおり業務協定締結式を実施することになりましたので、お知

らせいたします。 

 

記 

 

１ 日  時  令和 ５年 ３月 ９日（木） 午前９時から午前９時３０分頃まで 

 

  （予備日）  令和 ５年 ３月１６日（木） 午前９時から午前９時３０分頃まで 

 

２ 場  所  瀬戸内市役所 ２階 市長室（瀬戸内市邑久町尾張３００番地１） 

 

３ 内  容  瀬戸内市行政区域内の地先海面並びに海面に隣接した場所において船舶火

災などの災害等及び傷病者が発生した場合における玉野海上保安部と瀬戸内

市消防本部の協力体制を確立し、相互の機能を活用して地先海面と海面に隣

接した場所ならびに島嶼部における防災、救急活動等の万全を期すことを目

的として、業務協定を交わすものです。 

 

４ そ の 他  緊急業務等で実施できない場合は、予備日で実施します。  
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